
京都市簡易宿所営業の施設に係る条例適用状況に関する照会実施要綱 

 

令和元年１１月２２日制定   

令和２年４月１日改正   

令和２年１１月１０日改正   

令和４年３月３１日改正   

令和４年１２月２６日改正   

令和５年１２月４日改正   

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、京都市内における旅館業法（以下「法」という。）第３条

第１項の許可を受けた簡易宿所営業の施設について、当該施設の営業者等（法

第３条の２第１項に規定する営業者又は京都市旅館業法の施行及び旅館業の

適正な運営を確保するための措置に関する条例（以下「条例」という。）第  

１０条第１項第２号に規定する管理者をいう。以下同じ。）からの構造設備に

係る条例適用の状況に関する照会に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、法及び条例において使用する用語

の例による。 

 

（照会） 

第３条 営業者等は、自らが管理運営する簡易宿所営業の施設（営業の全部を停

止している施設を除く。）における構造設備に係る条例適用の状況について、

別記第１号様式により京都市長に照会することができる。 

２ 前項の照会は、保健福祉局医療衛生推進室医療衛生センター（以下「センタ

ー」という。）に持参し、提出するものとする。 

 

（回答） 

第４条 前条の照会があったときは、本市職員が確認し、当該施設が別表に規定

する類型のいずれかに該当する場合は、別記第２号様式により回答するもの

とする。また、別表に規定する類型のいずれにも該当しない場合は、別記第

３号様式により回答するものとする。 

２ 前項の回答は、センターの窓口において交付するものとする。 

 

（委任） 

第５条 旅行業法第６条の４第１項に規定する旅行業者等（住宅宿泊事業法第

２条第１０項に規定する住宅宿泊仲介業者を含む。以下「仲介業者」という。）

が営業者等から委任を受けた場合、仲介業者は、営業者等に代わって第３条

の照会を行い、前条の回答を受けることができる。 



２ 前項の規定により仲介業者が委任を受けて照会する場合は、仲介業者は、保

健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課と事前に協議し、照会の方法その他

手続について調整するものとする。 

 

（標準処理期間） 

第６条 第４条の回答は、第３条の照会があった日の翌日から起算して、１０営

業日以内に行うものとする。ただし、当該施設が法令等の基準に違反してい

る疑いがあり、類型の判断に当たって本市職員による調査が必要な場合、当

該調査に要した期間は処理期間に含まない。 

 

（補則） 

第７条 この要綱の施行に関し必要な事項は、保健福祉局医療衛生推進室医療

衛生担当部長が定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和元年１２月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

（令和２年４月１日健康長寿のまち・京都推進担当局長決定） 

 

附 則 

この要綱は、令和２年１１月１０日から施行する。 

（令和２年１０月２９日健康長寿のまち・京都推進担当局長決定） 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年３月３１日から実施する。 

  （令和４年３月３１日医療衛生担当局長決定） 

（経過措置） 

２ 従前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができ

る。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和４年１２月２６日から実施する。 

  （令和４年１２月２６日医療衛生担当局長決定） 

 

   附 則 

 この要綱は、令和５年１２月４日から実施する。 

  （令和５年１２月４日保健福祉局長決定）  



別表（第３条関係） 

類 型 条例適用の状況 備    考 

第１類 

条例第９条第１項第２号の規定により施設内

に玄関帳場を設け、同第１５条第１３号イの規

定により施設内に使用人等が駐在する簡易宿所

営業の施設 

小規模宿泊施設に構造

変更しようとするときは、

変更届出が必要となる。 

第２類 

以下の⑴、⑵のいずれかに該当する小規模宿

泊施設 

⑴ 条例第１０条第１項の規定により施設外

玄関帳場を設け、同第１５条第１３号アの

規定により施設からおおむね１０分以内に

到着することができる場所（施設からおお

むね８００ｍ以内にある場所で、施設外玄

関帳場を含む。以下「駐在場所」という。）

に使用人等が駐在する施設 

⑵ 京町家であって、条例第１０条第２項の

規定により施設外玄関帳場の設置に代え

て、同第１５条第１３号アの規定により設

けた駐在場所に使用人等が駐在する施設 

 

 

 


